
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市立総合医療センターの 

あり方検討委員会（第３回） 

            

      開催日時  平成２０年１月２１日（月） 

                  午後３時００分～午後４時４５分 
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〔午後 ３時 ３分  開会〕 

１．開会 

○長 隆委員長：それでは、定刻を少々回りましたので、最終回のあり方検討委員会を、ただ

いまより始めさせていただきます。 

 

２．議題 

（１）各種報告事項等 

  ・第２回委員会における確認事項の報告 

○長 委員長：各委員の皆様には、第２回以降いろいろご意見をいただきまして、事務局にお

いて提言案をまとめさせていただきました。既にお手元に原案を差し上げてございます。お

おむねお目通しいただき、できる限りご意見をちょうだいしておりますが、最初に 第２回

委員会における確認事項の報告を、委員からお願いいたします。 

○正木仙治郎委員：平成１３年に、ＰＦＩ導入可能性調査審査委員会が実施されました際に答

申をいただいているわけですが、この答申にはさまざまな留意点が付されておりました。こ

の答申をされました先生方が、これについてどういうふうなお考えをお持ちなのかというこ

とで確認をさせていただきましたところ、４名の先生から回答をいただきましたので、それ

を私の方から報告させていただきます。 

  まず、委員長をしていただきました西村先生からは、病院事業にＰＦＩを導入することに

ついては、かなりのリスクがあると。なぜかといえば、ＰＦＩという手法は欧米の契約思想

を背景としたものであることから、それについて指摘をしておいたけれども、十分な留意が

されなかったのは遺憾なことであるという回答をいただいております。 

  また、西村先生は、現行の地方交付税の制度や病院の黒字体質の現状といったことを考え

ると、現行のやり方でも十分ではないかと再三質問をしたけれども、それに対して、近江八

幡市の行政当局からは、これはあくまでもＰＦＩの導入可能性調査の答申であるのでと、そ

ういうふうな回答を受けたことから、このような答申をしたものである。それで、ＰＦＩ方

式を採用した以上、ＳＰＣと医師などの専門職者との協同の意識を醸成していくことが今後

の課題であろうと、こういうふうなご回答をいただいております。 

  また、肱岡委員からは、特に意見はないということでございましたが、厳しい経営の原因
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がどこにあるのかによって、今後の対応を考えていくべきだろうと、こういうふうなご意見

でございました。 

  それから、公認会計士の平居委員からは、国の医療政策に大きく依存をする病院経営にお

いて、ＰＦＩ方式、直営方式、いずれが最適かはまだ検証はされていない。ＰＦＩ方式であ

れ、何であれ、ランニングコストの削減が必要であると言うのであれば、病院経営という特

殊性から容易なことではないけれども、それを目指していくしかないだろう。ランニングコ

ストの削減のために、粘り強くＳＰＣと交渉をしていくべきだと、こういうふうなご回答を

いただいております。 

  それから、主に定量的な課題について指摘をいただいておったのは岡田委員であったとい

うふうに思いますが、岡田委員からは、危惧していたことが行財政改革やＰＦＩ契約によっ

て、現実となった。一日も早く契約の改定交渉を進めるべきである。また、救命救急センタ

ーの県補助金の復元だとか、受益自治体とも負担を求めて交渉をすべきだろう。そうするこ

とで、市民の命のよりどころでもある総合医療センターの質の充実も望んでいきたい。こう

いうふうな回答をいただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○長 委員長：はい、どうもありがとうございました。 

  ＰＦＩ導入可能性調査審査委員会の各委員の回答につきましては、公開をさせていただき

ます。ご覧いただきたいと思いますが、この回答について、委員の皆さんからご感想があれ

ば、ご発言をお願いいたします。 

○小山田 惠委員：これは検討ということで、この前、市あるいはＳＰＣからの報告によれば、

これでいいということを決めたと言うので、私は日野原先生に聴こうかと言ったのです。決

して、この（導入可能性検討）委員会が、この方式と、この契約書でよいと言ったわけでは

ないですね。 

それを確認していただかないと、何かこの委員会にＰＦ I導入についての不祥事の責任も

一端ありというような印象を受けたので、そういうことではないだろうと思うんですね。た

だ検討した委員会からの報告であって、これをやればと、あるいは収入よりも支出の方が多

いような形でのＰＦ Iをやれと言った責任はないと、私は思うのです。それを確認しておき

たい。 
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○長 委員長：そのように読むのでしょうか。どうですか。 

○堀 克己委員：この西村先生の回答には、あくまで導入の可能性についてのみ検討したとい

うことですので、そのようなご理解だと思います。 

○長 委員長：よろしいですね。 

○正木委員：それで、いいです。 

○長 委員長：本文は小山田委員のところにありますか、事務局。お手元にないようですが、

これ、傍聴者の皆さんにも行っておりますね。かなり重要だということで出てきたんですが。 

  つまり、この可能性調査委員会では、単に可能性があるかないかについてだけ言ったとい

うことで、実際には市の責任においてやるべきだったというように読めばよいわけですか。 

○正木委員：はい、そうです。 

○長 委員長：私もそうだと思いますが、西村周三委員のＰＦＩについて、１ページ目の下か

ら２行目、「従来の地方交付税に代わって、ＰＦ I事業実施の際に新たな補助金を設定する

可能性が高いことを何度も市が主張された。そういった感触に基づく原案について、国の姿

勢に関する感触をより明確にすることを求めなかったことは反省点であります。」と、問題

点について率直に言っている点は評価したいと思いますし、事実関係が明らかになったこと

を評価したいと思います。 

  今日は、提言につきまして追加のご意見等をいただいて、修正を行い、皆さんのご賛同を

得られれば、きょうの委員会終了後、市長に提言を提出することになりますが、事務局から

の説明の前に、答申の骨子につきまして大筋のお話をしていただいてから、事務局から原案

を説明します。 

  まず、小山田委員の方から骨子につきまして、お願いします。 

○小山田委員：今日、ここに近江八幡市立総合医療センターのあり方に関する提言(案)という

のがありますが、これにつきまして私なりにまとめてまいりました。これだと、市民の皆様

あるいはその他のマスコミの方々も理解してもらえるのではないか。３点、あります。 

  １つは、当センターの損益計算書によりますと、平成１８年度は３億円の赤字、平成１９

年度は２４億円の赤字が見込まれている。さらに、平成１９年度には資金不足による一時借

入金が８億円になると予想されている。この状況が続けば、当然ながら病院の経営はもとよ

り、市の財政の破綻を招くことは明らかである。 
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  ２番目、こういう状況を招いた原因は、病院経営の実情を全く理解せず、また病院間との

協議もなし、また理解もなしに、収入よりも支出の多い形でのＰＦ Iの導入を図ったことに

よります。その一例は建設整備費２４４億円、このうち、元金は１４５億円でありますが、

金利相当分として９９億円が足されることになっております。これは私ども自治体病院とし

ての資金繰りにある国からの地方債を受けますと、この半額でできたことになるものであり

ます。 

こういう状況で、このまま続けてはいけない。また、国が出されました公立病院改革ガイ

ドラインに沿って平成２０年度以内に経営健全化計画、あるいは再編並びに経営形態の見直

しを図るということの趣旨を踏まえて、早急にこの対策を決定しなければならないと思いま

す。 

  その１つは、市、それから病院当局、ＳＰＣ、三者協議によって、これまでのようなＳＰ

Ｃに対する支出は見直して、実質的に健全経営が出せるような計画を三者で練って、ＳＰＣ

に対する支出を減らすということを含んだ健全経営計画を早急に出すべきである。 

  ２つ目は、このことが不調に終わった場合、ＳＰＣがこの相談に乗らなかった場合が十分

に考えられるわけでありますが、その対策としては次の３つがあります。 

  ①市はＳＰＣとの契約を破棄するか、あるいは重大なる設備についての部分を変更するか、

あるいは業者を変更するか。 

  ②経営形態を変更する方法があります。このＳＰＣとの関係を打ち切るためには、経営形

態を変更する以外にはない。これは、地方独立行政法人化、あるいは公設民営化という形を

とって、これまでのＳＰＣとの契約は市がそれ相当の覚悟で責任を持って当たらして、次の

病院経営をする責任といいますか、担当側には、今までの経過についての責任は一切負わせ

ないということであります。 

  ③こうしたことを進める間に、例えば経営形態の変更に至ったとしましても、その場合、

だれにこの地域医療の確保を任せるか。これは、今まで３０年の歴史と、その実績から見て、

当然現在このセンターで働いておられる職員による医療の確保しかないということでありま

す。以上です。 

○長 委員長：はい、どうもありがとうございました。 

  補足させていただきますと、政府が、すべての病院事業を開設している自治体に対して、
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昨年の暮れに出した通知の中で明確に触れられておりますが、この通知が出る前に原案がで

きておりましたので、（地方公営企業法の）一部適用という言葉が入っていますが、今後そ

れは認められないだろうと。 

  全部適用による体制を３年近く経過している本医療センターが、当初の効果が達成されな

い場合においては、地方独立行政法人など経営形態の見直しに向け直ちに取り組むことが適

当であるというふうに通知されたことであります。ですから、今、小山田委員から説明があ

りましたのは、政府の方針に従っていかなければ、事実上、財政支援が受けられないという

ことになり得る場合もあるので、配慮していただきたいということを追加させていただきま

す。 

  小山田委員から骨子のご説明をいただきましたが、後ほど各委員からは、事務当局の原案

骨子をお聞きいただきまして、それでご発言をお願いいたします。 

  事務局、提言案をご説明してください。 

 

・近江八幡市立総合医療センターのあり方に関する提言（案）について 

○東日本税理士法人（山村）：ただいま小山田委員の方から説明がありました骨子につきまし

て、細かい内容について私の方から説明させていただきます。お手元にお持ちかと思います

が、近江八幡市立総合医療センターのあり方に関する提言案をごらんいただきたいと思いま

す。 

  まず、表紙をめくっていただきまして、「はじめに」という形で、長委員長からのコメン

トを載せさせていただいております。 

  次に、２ページの目次の方をご覧ください。３部で構成されておりまして、最初に、ここ

総合医療センターのあり方の基本方針ということで、今後どうあるべきかというおおまかな

ビジョンというものが書いてあります。２番目に、総合医療センターの問題点ということで、

一体何が問題であったのか、今、何が問題であるのかという点を３点挙げております。 

  続きまして、総合医療センターの改善策といいまして、それでは具体的にどういった改善

策が考えられるのかという点を５点挙げております。 

これらは、これまで２回の委員会の議論の内容ですとか、もしくは我々事務局の方に委員

の方から直接寄せられた意見などをもとに、とりまとめさせていただいたものでございます。
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これも（案）とありますとおり、まだ途中のたたき台という段階ですので、きょう、この後

の様々なところで各委員の方からも追加の意見があるということですので、そういったもの

があるということを前提でお聞きいただければと思います。 

順番に説明いたします。３ページの方です。あり方の基本方針ということで、（１）「健

全経営」に根ざした医療の質の確保と向上ということでございます。そのあと、３ページ、

４ページに、全国的な自治体病院の経営状況が、どういった流れであるのか、背景になって

いるのかということが説明されております。 

４ページの最後の項目に、病院職員が質の高い医療に専念できるために「健全経営」を確

保すること、とございます。このように病院経営においては「健全経営」を維持してはじめ

て質の高い医療の継続的な提供が可能といえ、このことを基本的な考え方として、今後市及

び総合医療センターは、病院の健全経営を確保することに全力を尽くし、病院職員が安心し

て医療の提供と質の向上に励むことのできる環境を維持していく責務がある。 

こういった部分が出発点になろうかと思います。例えば、病院職員の方が幾ら頑張っても、

経営的に破綻してしまえば、その努力がすべて無駄になってしまう。そういった状況は絶対

に避けなければいけない。こういった考え方が出発点になっているというふうにまとまって

おります。 

５ページをお開きください。おおまかな基本方針の２点目でございます。（２）地域の医

療ニーズの充足と医療資源の適正配分のための「ネットワーク化」、最初の項目ですが、こ

のことは公立病院改革ガイドラインでもうたわれておりまして、昨今の医師不足の問題は、

ここ総合医療センターに限らず、全国的な課題となっているが、厚生労働省による各種医師

確保の施策のほか、総務省が公立病院改革ガイドラインにおいて医師確保の具体策として、

地域内の複数医療機関による「再編・ネットワーク化」を要請しております。これは、これ

まで地域によっては過剰気味に設置されていった自治体病院を統合や連携させることによっ

て、医師や看護師さんたちの人数の限られた医療者の方々を、地域内で適正に配置すること

を目指したものであるとも言われております。 

次でございますが、医療機能の集約化と勤務医の業務負担の軽減として、また、これらの

医療機能の「選択と集中」は、現在、全国の病院で叫ばれております「勤務医の方の過酷労

働」の解決策の一つとして、医療者自身の業務負担を軽減することも目的としております。
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ここ総合医療センターにおきましても、不足している産婦人科等につきまして東近江医療圏

内において集約化がなされれば、医師の過酷労働の軽減と、必要な医療機能の維持・確保へ

の道が開けるものと期待できるということでございます。 

続きまして、（３）医療者にとって魅力ある「マグネットホスピタル」、今の（２）とや

や重なる部分もあるんですけれども、これから病院自体の魅力づくりも大変重要になってい

くと。そういった部分も含めまして、例えばもし医療現場にＰＦＩに起因するものと思われ

るような何か混乱等があれば、こういったものは決して見過ごすことができないのではない

かと考えられるというところでございます。 

次に７ページの方にいきまして、総合医療センターの問題点という形で、これまで出た議

論で、どういった点が問題といえるのかというのをまとめさせていただきました。やはり第

一に来ますのが、（１）資金不足による病院及び市財政破綻のおそれ、ということでござい

ます。７ページの最後の項目でございますが、このまま「何の対策も採らなければ、数年後

に市は財政再生団体へ転落するおそれ」がある。これは第２回の委員会の議論でも紹介させ

ていただいた部分でございます。 

続きまして、８ページの２段落目です。「今後、一時借入金に資金繰りを依存することは

不適切である」と。例えば、ここで大規模な数十億円に及ぶ資金不足が生じた場合ですけれ

ども、これらの資金不足は主に借入金（一時借入金）によってまかなわなければならないが、

今後はこれにも注意が必要である。 

例えば民間病院であれば、経営状況があまりに悪化して金融機関に融資の回収見込みがな

いと判断され融資が断れましたら、そこで資金繰りが行き詰まり倒産することになります。

総合医療センターは自治体病院であり、多くの場合、金融機関は市による財政的な実質的担

保があることを見込んで融資に応じると思われますけれども、最近は自治体病院に対しても

無制限に融資を行うことの危険性に金融機関が気づいておりまして、楽観的な見通しは致命

的な事態を招くおそれがある。 

事実、東北地方の自治体病院では金融機関に融資を断られて、自治体による病院経営を断

念して、民営に移行したという事例も最近発生しておりますので、こういった甘い認識は致

命的だというふうに挙げております。 

続きまして、８ページの最後の段落ですけれども、「経営見直し議論の発端は財政健全化
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法の成立が影響している」と。本項のまとめとして、病院の資金不足が市の重要課題として

表面化した背景についても再度整理しておきたいということでございます。 

病院の資金不足とこれに伴う多額の不良債務発生の状況についてであるが、このような状

況は、これまでの全国の自治体病院でも多く見られる状況であった。近江八幡市においても、

それら自治体病院にとって一般的な状況を背景に、資金が不足すれば市の一般会計や金融機

関からの一時借入金によって補填すれば大きな問題になることはないだろうとの安易な認識

を持っていたかもしれないが、この認識に大きな影響を与えたのが、平成１９年６月の財政

健全化法の成立である。 

この財政健全化法によりまして、病院の財政数値と市の財政数値を合算した連結指標の作

成が義務づけられまして、その指標に財政再生団体転落となる基準値、いわばボーダーライ

ンが設けられた。これによりまして、自治体病院の財政的信用力をもとに調達した借入金に

よって資金繰りが可能であったとしましても、その金額の規模によっては市が財政再生団体

に転落しまして、行政・政治的に破綻する危険が想定されることになってしまった。 

９ページにいきます。ここ近江八幡市におきましても、新病院の経営計画策定時から、多

額の赤字が発生する危険性を多少なりとも意識されていたかもしれないですけれども、その

計画当時は財政健全化法も存在せず、その赤字の発生自体がすぐに大きな問題になることは

ないとの甘い認識を持って、現在に至る経営計画を進めた可能性があるということが、委員

会で推測されているというところでございます。また、新病院開院後の予想外に膨らんだ赤

字に加えまして、こういった１９年６月の財政健全化法が成立したことで、この赤字額が危

機的な状況だというふうに気づかされたというのが、今回の騒動の発端ではないかというこ

とでございます。 

続きまして、（２）中間業者の介在による医療現場の非効率性でございます。様々な委託

業務の運営は病院と各業者との直接的な関係ではないので、一旦、ＳＰＣさんを通していろ

いろと調整など、何か取り決めを行わなければいけないというのが、医療現場の方にとって

も非常に効率が悪いということが、前回の職員のアンケート調査などからも明らかになった

ということでございます。 

さらに、９ページの最後の段落でございますが、経営判断それ自体においても非常に非効

率であるということで、１０ページの一番上の段落の４行目、完全に固定化されたという費
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用ではありませんけれども、ＳＰＣさんへの運営費用の支払いというのは、その時々の経営

状況において経営者による柔軟な意思決定を反映しにくいというデメリット、があるのは否

めないのではないかと思います。特にこういった医療業界のように、その時々の政府の方針

に左右される変動要素が大きい。例えば、診療報酬ですとか、各種保険制度など。病院運営

に必要な費用の固定化をより強めるような方式は、一般的には、費用はなるべく変動費化す

るべきという経営の原則に逆行する行為ではないかというふうに思われます。 

その下、病院・ＳＰＣ双方のコミュニケーション不足でございますが、この項目の下６行

目から読みます。ＳＰＣさん側はもっと市や病院に対してＰＦＩ方式に対する理解をしても

らうための努力、対話などの働きかけが必要であったと思われ、逆に、病院側においても、

ＳＰＣが病院経営上のパートナーとして、積極的に経営への一定の参画を要請するなどとい

った働きかけが必要であったと考えられる。このような双方の働きかけが不足したことで、

互いに病院の健全経営と医療の質向上に対し、一致団結して進んでいく良好な関係を構築で

きなかったと考えられることは、委員会としても非常に残念である、というようなお話がご

ざいました。 

続きまして、（３）経営当事者としての自覚と責任感の欠如。こういった状況すべて共通

しておるところですけれども、ＰＦＩ導入検討時における議論の公平性にも疑問があった。 

続きまして、１１ページの２段落目、経営計画の杜撰さと制度に対する関係者の理解不足

などがあったのではないか。 

１１ページの最後の段落ですけれども、「経営破綻に対する善良なる管理者としての注意

義務違反」、こういった表現になっておりますけれども、ＰＦＩ計画時における以上の状況

を鑑みると、ＰＦＩ事業の計画及び実施に当たり、計画を進めれば病院に多額の不良債務が

発生し経営が破綻する可能性を多少なりとも意識しつつ、もし実際に破綻状態に陥っても、

市の一般会計や金融機関の資金調達により、恐らく何とかなるのではないかとの安易な認識

に基づき、ＰＦＩ計画を推し進めたというものいう疑念は払拭できない。この安易な認識は、

市民の税金により適切に公的経営を行うべき市の責任を放棄したとも考える。もし、一連の

ＰＦＩ計画の責任者が経営破綻の可能性を少しでも認識しながら、十分な検討と対策を行わ

ず、現在の危機的状況を招いたとすれば、この道義的責任は決して見過ごすことができない

ものと考えられる。 
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以上が、近江八幡医療センターの問題点というところでございます。 

最後の項目でございます。その改善点ということで、５点ほど挙げさせていただいており

ます。１２ページ（１）経営計画を再検討すべきである、ということでございます。市及び

病院は主体的に経営計画の再検討と策定を行うこと。総合医療センターの経営状況が悪化し、

数年後には財政再生団体への転落という危機に瀕するに至った原因の一つは、施設の建て替

えという自院の重要な経営判断を、主体的に十分な検討を行うことなく決定するに至った市

及び病院の責任感の欠如にある、ことは述べたとおりでございます。 

この点につきまして、総務省の公立病院改革ガイドラインが、平成２０年度中の改革プラ

ンの策定を求めております。このことと歩調を合わせまして、市及び病院は再度これからの

総合医療センターの持続が可能な経営計画の検討と策定を行うべきであるということでござ

います。 

１２ページの最後の段落でございます。これも一つの考え方としまして、経営計画の検討

結果によってはＰＦＩ方式の大幅な見直しが必要となるのではないか。市及び病院は、現在

の病院の経営状況、及び次の項に述べます支出費用の適正化に関するＳＰＣさんとの交渉状

況等も踏まえて、ＰＦＩ事業の残り期間の収支見込みを検討することで、収入の確保及び支

出の削減可能性を早急に把握し、その結果によって、現行のＰＦＩ方式のままでの病院経営

の継続が可能であるのか、それともＰＦＩの契約条件や金額の大幅な見直し、または契約の

一部解除といった抜本的な見直しが必要であるのかを決定すべきであると、こういったとこ

ろは改善策の大まかな趣旨でございます。 

１３ページにいきまして、改善策のさらに具体的な内容の主なものが（２）支出費用の適

正化ということでございます。前回の委員会でございましたが、本委員会で今後の病院再建

に必要な支出の削減額を見積もったところ、少なくとも毎年４億円以上の節減が必要である

という試算もございました。前に述べました経営計画の検討に当たっては、この削減額と、

これからお話しします主な削減項目を中心に、その他薬剤ですとか、診療材料費といった基

本的な費用項目の再検討も含めた総支出額の適正化を目指すことが必要でないかと思います。 

その主な削減項目ですが、その下の段落にいきまして、金利負担額の適正化、先ほど小山

田委員からの骨子の説明でも挙げられておりました現在の建設費ですが、トータルで２４４

億円、そのうち９９億円が金利負担相当分である。こういった部分の見直し、具体的には基



 - 11 - 

準金利プラス、スプレッドという形であれば、この上乗せ金利分の条件を見直していただく

ということが必要になるのかというふうに思います。 

１４ページの一番上、「施設修繕費等の前払い的性格の費用の適正化」です。後年度の大

規模修繕等が発生した場合に備えまして、既に前払い的に支払っておる修繕費、管理費用と

いったものにつきましても、資金繰りが厳しい現在、そのような方式が今後も適切なのかど

うか、もしくは別の方法がないのか、話し合っていただく必要があるのかなと思います。 

続きまして、もう一つの大きな部分でありまして、運営ＰＦＩに係る部分でございます。

（３）で、やはり委託職員との直接的な協働関係を構築することが、病院さんにとって必要

なのではないか。ＳＰＣさんがどれくらいやっているか、我々外部の人間は細かくは把握で

きませんけども、こういったお話になったということは、ある程度の非効率的な問題がある

のではないか、と委員会では判断しました。 

例えば、１４ページの最後の段落、「ＰＦＩ方式による運営を継続するかの判断基準」の

ところで、これらの点を踏まえ、ＳＰＣにおいてこれらの実質的な調整権限のある職員が、

直接委託方式における現場責任者と同じ程度に、常時すべての委託業務の現場に張りついて

いるならば、現在のＰＦＩ方式でも円滑な運営の実現可能性があるのではないかと期待でき

ますが、ＳＰＣさんがそのような体制を組むことを拒絶した場合、少なくとも「現在のＳＰ

Ｃ業者による」ＰＦＩ方式での運営の継続は解消すべきではないかといった意見も出されて

おります。 

続きまして、１５ページです。（４）病院経営管理体制の強化ですが、市と病院さんがち

ゃんと考えていくべきである。このような状況を招いたのは、やはり経営管理体制が弱かっ

たのではないかというふうに思いますので、こういった分について再度見直しをしていただ

きたい。 

続きまして、（５）市と病院の適切な関係の構築です。先ほどお話をしました財政健全化

法の成立もありまして、市と病院がお互い責任を持って協働して、今の困難に当たっていく

必要がある。それについて、一体何を検討するべきかといいますと、やはり市から病院へ繰

り出す一般会計の繰入額をきちんとした役割分担の発想のもとに決定していく。あと、先ほ

ど小山田委員からも話がありましたけれども、責任と権限の一致した運営が可能な経営形態

について考えていくべきである。そういったものが１５、１６ページに書いております。 
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本文については以上でございますが、あとは、１７ページに、「おわりに」として、真ん

中のかたまりにある文章の上から６行目、「そのため」というところで、これは病院ＰＦＩ、

一般的に言える話ということで、委員さんからも意見があったところでございます。公営企

業の中でも内部運営や外部環境がとりわけ複雑だとされる病院事業に対し、ＰＦＩ制度を効

果的に活用するためには、行政側において相当綿密な契約や実際の運用の内容に関する検討

が必要だと思われる。また、日本におけるＰＦＩの広がりを大きなビジネスチャンスと捉え

ている民間事業者にとって、ＰＦＩ導入にまつわる一連の業務は、その仕組みの巧拙いかん

によって多額の利益を確保できる機会に満ちている。行政側は、民間事業者がＰＦＩ事業に

参入するこのような動機をよく理解の上、病院ＰＦＩの導入検討に当たっては、緊張感を持

った交渉等の対応が必要なのではないだろうか。 

ということで、例えば今回の事例が、今、全国で検討されている病院ＰＦＩに関して、も

うちょっと慎重な対応が必要なのではないかという警鐘につながればいいというような意見

が数多く寄せられたというところでございます。 

概要の説明ですが、私からは以上です。どうもありがとうございました。 

○長 委員長：はい、どうもありがとうございました。 

 

 （２）意見交換 

○長 委員長：それでは、各委員から、追加したご提言に関する意見をお願いします。 

  最初に、長瀬委員から、お願いします。 

○長瀬啓介委員：修正案は配布されていますか。 

○東日本税理士法人（山村）：各委員から修正案が寄せられたのですが、今お聞きの一般の方

々には文書が渡っておりませんので、委員の方々のお手元等で読み上げるなどしていただけ

ればと思います。 

○長瀬委員：わかりました。 

  私の方から、１１ページと１２ページの間に次のような文章を入れることを、提案させて

いただきたいと思います。まず、その趣旨でありますけども、原案では、ＰＦＩ事業と、そ

れから病院事業というものとの間の関係について、明確に言及をされていないように感じま

した。つまり、ＰＦＩ事業というふうに認識しているものイコール、当然のことながら病院
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事業ではないわけであります。これは、ＳＰＣの方から前回委員会の議場で、ＳＰＣが担当

しているのは病院医療のコアの部分ではなくて、周辺部分にしかすぎないというふうな発言

があったとおりであります。 

  したがいまして、これがどのような影響があるのかを、明確に問題点として認識すべき必

要があると思いまして、入れるものであります。 

 （４）としまして、「ＰＦＩ事業と病院事業の利益分離」という趣旨の項目を立てます。 

  本ＰＦＩ事業は、病院において行われているが、病院事業全体を実施するものではなく、

病院事業に用いる施設・設備の提供と、医療の周辺サービスを提供するものであった。 

 したがって、本ＰＦＩ事業は、病院事業の主部分ではないところを、ＰＦＩ事業の主部分と

するという特徴がある。この結果、ＰＦＩ事業で通常期待されるプロジェクトファイナンス

による事業の効率化効果は、病院事業に及ばない構造になっている。 

  本来、ＰＦＩ事業が期待されるのは、ＰＦＩ事業者が事業計画を立案する時点から、地方

公共団体と共同して事業を行い、その便益とリスクを分担することで公共事業の効率的な実

施を行える点にある。 

  しかし、本ＰＦ I事業で通常期待されるプロジェクトファイナンスによる事業の効率化効

果は、病院事業には及ばない構造となっており、PＦＩ事業が適切であったのか否かに疑問

がある。 

  ＰＦ I事業に内在する性質をかんがみれば、私企業としてＰＦＩ事業のみならず病院事業

全般に関しリスク転嫁回避を行うだけでなく、積極的に事業経営全体のリスク分担について

も提案すべきであったと考えることができる。この点で、PＦ I事業者がこのような「ＰＦ I

事業」に参画する事業者として誠実であったかは疑問であり、現時点でＰＦ I事業者として

望ましい相手であると評価することは困難である。 

  さらに、ＰＦ I事業が公共サービスとして適切に機能するためには、融資者が物的担保に

基づく融資を行うのではなく、事業自体の価値とリスクに基づいて融資を行わなければなら

ない。これは、プロジェクトファイナンスの融資者が、事業について経済性と事業遂行可能

性について評価を行い、モニタリングを行い、さらに事業に問題が生じた際に介入すること

により、融資者みずからの利益を確保しようとすると期待されるからである。ＰＦ I事業と

して経営破綻したタラソ福岡事業について、福岡市ＰＦ I事業推進委員会が平成１７年５月
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１２日に提出した調査検討報告書においても、この点について指摘されており、ＰＦ I事業

として知られていた留意点であった。 

  しかし、本 PＦ I事業における融資がこの点で適切であったか疑問が残された。 

  以上です。 

○長 委員長：質問をさせていただきますけど、長瀬委員に。 

  高知医療センターのＰＦ Iは、ノーリスクであるということを、前回の委員会でしたか、

自慢していると。アメリカの評価会社から表彰されたということを誇示しているわけですね。

ということは、高知県と高知市にすべてのリスクがいっている。 

さらに、融資している金融機関オリックスは、ノーリスクであると言っているわけですが、

物的担保をとっているために安全であると。当該事業が順調にいくかどうか、キャッシュフ

ロー、事業採算について、関心を持てなかった疑いがあるというふうに理解していいでしょ

うか。 

○長瀬委員：物的担保が十分にとれているというのであれば、プロジェクトファイナンスを組

んだメリットは、少なくとも利益を受けるべき地方公共団体等には存在しないことになりま

す。したがって、物的担保でその融資がカバーされているというのであれば、そもそもＰＦ

I事業を行うべきではないと結論できるのではないかというふうに思います。 

○長 委員長：堀弁護士、どうですか。この担保問題について。 

○堀 委員：今、長瀬先生からもお話がありましたけども、そのあたりがＰＦ Iを採用するか

否かの大きな判断材料になっていたはずですね。ですので、どちらかがノーリスクというこ

とは本来、あり得ない姿だと思います。 

○長 委員長：普通は金融機関が巨額な融資をして、回収可能性について問題があるかどうか、

日夜悩むところだと思うんですね、民間病院に融資する場合。そういう点が、今回、長瀬先

生のご意見というのは傾聴に値するし、あれは福岡の何とおっしゃいましたか。 

○長瀬委員：タラソ福岡という。 

○長 委員長：これは、保証人はだれですか。市ですか。ＰＦ Iそのものですか。だれが保証

していたんでしょうね。 

○長瀬委員：これについては、こういう形態とは少々違っていまして、破綻を全く前提として

いない契約が結ばれていたように読めます。ＰＦ I事業の契約書を今となっては詳細に見る
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ことができないのですが。 

○長 委員長：そうですか。 

  副市長、どうですか。破綻した場合には市は責任を負うんですか、負わないんですか。 

○正木委員：うちの場合であれば、破綻すれば、次の事業主体を速やかに三者で決めていくと

いう形になるのだろうと思います。 

○長 委員長：市は、最終的に三セクのような、将来負担についても責任を負うことはないと

いうことでよろしいのですね。 

○正木委員：その場合は、特に事業主体が破綻をした云々なんてことになりますと、契約解除

であるとか云々とか、そういう場合は法的な関係がすぐ生じてきますけれども、通常であれ

ば、いわば引き受け手を合意の上で探すという形になると思います。 

○長 委員長：物的担保が十分であって、ＳＰＣに対する、金融機関は責任を当然問うのだと

思うんですが、リース会計だから資産と負債に、病院の方にも上がっていますよね。 

○正木委員：そうですね。 

○長 委員長：これは会計の問題だから上がっているのであって、市に及ぶということはない

でしょうか。弁護士、どうでしょう。 

○堀 委員：今お話がありましたが、承継されるべき事業主体が確定するというのが前提です

ね。かつ、新規の事業主体がどの範囲で債務負担をされるか。場合によっては、市に債務負

担部分が残るという可能性は十分あるんじゃないでしょうか。 

○長 委員長：三者協定というのがありますね、金融機関とＳＰＣと市。これはどういうこと

ですか。何で、大家さんの借金に市が介在するんですか、説明してくれませんか。 

○正木委員：要は、三者が金利の話もスプレッドの話もみんな合意して、なっているわけです

ので、双方契約というだけでは成立しない。三者で契約することによって、なっているのだ

ろうと、そういう理解をしております。 

○長 委員長：金を借りるときに、店子が金融機関に判子を押すなんて、普通ないような気が

しますが、もう少し分かりやすく説明してください。 

○正木委員：うちは、当然にＳＰＣに対して支払いをきっちりいたしますと。 

○長 委員長：家賃をちゃんと毎月払っているんでしょう。 

○正木委員：我々は払いますと。 



 - 16 - 

○長 委員長：大家が危ないからですか。店子が保証してあげるということじゃないんですか。 

○正木委員：ある意味では、金融機関とすれば三者契約でなければ、確実なその支払いという

ことの担保もないと、不安は当然あるわけだろうと思います。 

○長 委員長：どうなんですか。こういう形態は。 

○堀 委員：このＰＦＩにおいて、先ほどお話があった物的担保を超える与信があったのかど

うか。そのあたりの検証が必要になってくるんじゃないでしょうか。 

○長 委員長：市は責任を負うのか、負わないのか。破綻した場合、副市長の説明だと、新し

い取得者に資産と負債がいってしまうのだと。もちろん差額が出れば、それはまた別ですが、

基本的には、市は責任を負わないということでしょうか。そういうのはわからなかった。 

○東日本税理士法人（山村）：それは、最終的な負担は市の方にいく形であるというふうに契

約上なっております。 

○長 委員長：この辺につきましては、委員会で判断は難しいことですが、先ほどの長瀬委員

の説明をつけ加えるというのは、よろしいでしょうか。 

  貴重なご提言だと思いますが、物的担保ではなくて、融資している金融機関は事業が成り

立つかどうかについて真剣に考えるであろう、そういう料金の支払いを担保にして貸すので

あれば真剣に事業を見直す、というご指摘については支持したいと思います。 

  次に、伊関委員、お願いします。 

○伊関友伸委員：これは、ＰＦＩの問題もあると思うんですけども、この医療センター全体の、

いわゆるマネジメントについても課題があると思います。 

  特に事務部門だと思います。これは過去の、黒字だったのかもしれないですけども、例え

ば病院建築のための資金留保を全然していない状況で、ＰＦＩという名前のもとでいきなり

豪華なものを建てて、１年目でパンクしてしまうと。こういうような事務的な体質というの

が今も続いているのかなという感じはしています。 

  そういうものも踏まえて、やっぱり事務部門のマネジメント力の改善をしなければならな

いという趣旨で、長いので、もう少し要約しなければならないかなとは思っていますけども、

一応最初の案ということで議事録には残させていただきたいと思います。 

  ７ページの（収入より支出が多く、資金不足が急速に進む）というところの３行目ですけ

ども、これの末に続けて、第１回目で院長代行先生がお話しいただいた現場からの意見も踏
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まえて、病院経営は黒字であったものの、例えば地方公営企業の理念に沿った一般会計から

の繰入金が過小であって、病院の新築に耐えうるだけの十分な内部留保を行ってこなかった

と、こういうことがあるのだろうと思います。 

  次に、１０ページです。これは一字を入れるだけです。（病院・ＳＰＣのコミュニケーシ

ョン不足）の下から５行目です。「ＳＰＣ側はもっと――」というところの次の行です。「―

―の努力、対話などの働きかけが必要だったと思われ、逆に、病院側においても」、ここは

「市」を入れなければいけないかなと。「逆に、市・病院側においても」ということです。 

  １１ページ、この文末に（４）を起こしたらどうかと考えています。いわゆる市役所だと

か病院が危機的な状況に対して、対応がやっぱり弱いところがあるんじゃないかと。そして、

事務職員の「役人」体質について。病院の財政危機に対して、市役所・病院のマネジメント

の力は弱い。就任後わずかで病院事業管理者が退職したけれども、その後任はまだ決まって

いない状況にある。病院の事務職員も、全て市役所からの派遣の事務職員で、激動している

病院経営の環境変化に対応できていない。優秀なマネジメント力のある事務職員のいる病院

であれば、全国を対象として医師招聘なんかもがんがんやっています。それが、なかなかで

きていないし、７対１の看護単位も早々に対応できているはずだろうと。ＤＰＣを導入する

こともできているだろう。また、地域の中小病院の積極的な働きかけをして、もっと病診連

携を拡充するとか、そういうことを行って収益改善に貢献できているはずですけども、公務

員としての「言われなければ行動しない」「失敗を恐れて行動しないという体質」が、病院

経営の改善のための積極的な行動を妨げて、十分実現できてないんじゃないか。 

  危機的な状況であるがゆえに、事務部門においてこそ、病院を愛して情熱を注ぐ人材が必

要となると考えます。そして、その職員には併せて民間病院並みの病院経営の知識とセンス

が必要となります。人事ローテーションによって二、三年で異動するのではなくて、やる気

と能力があって、病院に骨を埋める気概のある職員だけが、この病院で勤務する資格を有す

ると思います。 

  というようなことを入れたらどうかと、ちょっと長いかなと私も思っていますので、これ

は要約します。ただ、ニュアンスは全部言わせてください。 

  市役所の病院への過剰な関与、も問題であろう。また、市役所の関係において、病院への

十分な繰り入れが行われていなかったことや、例えば病院の前の道路の整備に病院の予算が
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使われていたというようなことも、第１回目でお話がありましたけど、そういうことが典型

的に示すように、病院への市役所の干渉が強くて、病院の機動的な行動を縛っていた傾向が

あったのではないか。 

  激変する病院の経営環境に対応するため、予算や人事は状況の変化に機動的に対応する必

要があります。一般会計繰入金の総額などの大枠は決めるものの、予算や人事は病院長に権

限を与えて、その経営責任を問うという形をとるべきである。市役所の財政や人事担当が病

院の運営に一々口を挟むということは、病院の経営上、決してプラスにならないと思います。

近江八幡市長さんも、これはという人物を決めて病院の経営を任せる必要があると考えます。 

  １５ページです。（ＰＦＩ導入検討時の杜撰な経営判断の反省）の後にということで、ち

ょっと重なってくるので、これは最後要約する形になりますけど、こういうニュアンスが必

要かなと思います。 

  早急な病院経営者の選任とサポート体制の確立について。その上で、病院の経営立て直し

のために、病院経営者を選任し、権限と責任を与えるべきである。市長や行政は、病院経営

者の経営に一々口を挟まず、任せることが必要である。病院経営を行う場合、経営者１人を

置いても効果が薄く、病院経営を熟知し、人間的に優れた事務職員を配置するなど十分なサ

ポート体制を確立すべきである。 

  病院経営者が、病院現場の職員に対して、あるべき病院の方向性をちゃんと示すこと、リ

ーダーシップを発揮できるような体制を確立する必要がある。病院経営者も医師を初めとす

る医療スタッフの声を良く聞き、病院の経営改善の提案などについては、速やかな実現を図

るなど、スピード感ある病院経営改革を行うべきである。 

  特に、現在、不足が深刻な社会問題となっている医師・看護師の採用については、医師・

看護師の退職が収益の減少に直結することから、安定的な採用を図るための体制の確立を図

ることが必要です。病院経営者に採用や雇用条件の決定の権限を与え、研究や研修体制の充

実、夜間や病後児保育など現場職員が働きやすい体制の確保がしやすいようにすべきです。 

  看護師については、高齢化や将来の更なる看護単位の引き上げ、５対１も想定されている

という話も聞くのですけども、こういうものの可能性を踏まえて、市立の看護師養成学校の

運営を見直すなど、安定的な看護職員の採用ができる体制を確立する必要がある。 

  近江八幡市民も、医師・看護師などの病院職員の疲弊による退職は病院経営に直結するこ
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とから、疲弊を防ぐために、最近、社会問題となっている軽症でも夜間の時間外診察を受け

るとか、タクシー代わりに救急車を使うような自分勝手な行動を慎むように期待はしたいと

考えています。「働くならば近江八幡市立総合医療センター」という評判が、医師・看護師

の間に広まることが、ひいては病院の経営を安定させ、近江八幡市の医療継続につながるも

のだと考えます。 

   その次の、（市及び病院職員の経営能力の向上が必要）は、私は違う案をつくりました。

現在の病院財政の危機的な状況を克服するためには、病院職員が一丸となって病院の経営改

善に取り組む必要がある。現場職員一人一人が、収支改善のためにできることを提案して、

実現していく必要があります。全て他人任せではなくて、「自分たちの病院は自分たちの努

力で守る」という当事者意識を持って、経営改善に取り組む必要があると思います。 

特に、病院の事務部門――病院の事務部門はかなり厳しいのですけども――は、意識を変

えていくことが必要です。今日の病院財政の危機を招いたのは市役所当局と事務部門であっ

たことを肝に銘じ、「お役所仕事」ではない、本気の経営改善に取り組む必要があります。

その時に必要なことは、単なる予算の節約一辺倒ではなく、民間病院並みの経営感覚を持つ

こと、必要な投資は積極的に行い、役所の建前によるムダは一切廃することが必要です。事

務部門が、医療スタッフと一緒に民間病院との連携を前提に積極的に営業活動をかけるぐら

いの経営感覚を持つことが必要です。この病院の危機に際して、病院経営の感覚のない、「言

われたことだけしかできない役人」は、この病院には要らないし、直ちに去るべきであると

考えます。 

市も、病院は「出先」で「位が低く」、箸の上げ下げまでコントロールするものという意

識は変える必要があります。現場で医療行為を行っている医療スタッフにきちんとした敬意

を示し、権限を与えるべきです。その結果については、きちんと責任を問い、達成したこと

はきちんと褒め、できなかったことは、なぜできなかったのかを分析することが重要です。

病院現場並みに病院経営のセンスを市の職員は持つべきだと思います。 

最後、１６ページですけども、本文の方で見ます。一部適用に戻して再建に当たっていく

というようなことを言われていますけど、全部適用だろうが、一部適用だろうが、形式では

ないと思います。そういう時代ではないのかなという感じもしています。戻すこと自体が、

その病院経営がよくなるとは思えませんので、この辺の表現は考えられた方がいいかなと思
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います。 

以上です。 

○長 委員長：はい、どうもありがとうございました。 

  おっしゃっていることについては、的確なご指摘だと思います。日本中の病院にも一般的

に当てはまる事情でもありますので、要約してご提言いただいて、適切に挿入させていただ

きたいと思いますので、よろしいでしょうか。 

  １６ページ最後の、全適とか一部適用につきましては、繰り返し申し上げますけれども、

今回の改革プランは抜本的な改革を前提にして、政府は大幅な財政支援措置をするというこ

とになっておりますので、もちろんそれに従う必要もありませんけれども、従わない場合に

は財政支援措置は全く期待できない。 

具体的に言いますと、病院が不良債務を抱えている場合には、公立病院特例債というのが

出せる。平成２０年度に限るということですが。それにつきましては、今の不良債務（一時

借入）は翌年度中に返さなければいけないわけです。これは厳守してもらいますということ

が、明らかになった。その代わり、経営形態をきちんとすれば、長期弁済ができるというふ

うになるんですが、果たして、事務局から発表された数値を返せるのか。到底返せないわけ

です、増え続けるわけです。一部適用とか全部適用とかいう、のんきなことを言っているの

では、政府の支援は受けられません。 

  そのほか、今回の一部適用あるいは全部適用について、改革プランでは、認めないと言っ

ているんです。今、伊関委員が言ったような官僚主義的経営は、いかに改善しても、その効

果を期待することはできないということです。 

原則は、全適にしても効果が確認できない場合においては、直ちに――「直ちに」と言っ

ています。役所の文章にしては珍しいと思います。「直ちに」独立行政法人という方向性を

明確にしなければいけない。これは、多くの自治体が、早いところは今年の４月から、遅く

ても本年度中には明らかにするというふうに思います。中途半端な権限を院長に与える全適

は幻想であったというのが政府の認識であります。 

提言案１６ページの「地方公営企業法の全部適用をしても」というところは、小山田委員

も私も伊関委員も「削除」ということで、経営形態の変更まで踏み込んで改革を求めるとい

うことで、よろしいですか。 
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○小山田委員：ちょっとお話しさせていただくと、全部適用でうまくいっているところは、そ

れでいいんですよ。うまくいかないから問題なので、うまくいかないところは、これはやは

り独法化か、あるいは公設民営という形に進むかもしれないということです。 

○長 委員長：そういうふうに読み取っていただきたいということです。 

○吉川宣輝委員：私も前におる病院で、公営企業はもう限界になったから独立行政法人にしよ

うということをやったのですけど、職員課と組合の話し合いで、役所の方が腰砕けになって

しまって、結局、独立行政法人はやめて、全適に変えようということに、たった６カ月ぐら

いの交渉でなってしまった。 

ただ、近江八幡市の場合は、今いいチャンスにあるんじゃないかと思います。１つは、市

長さんを初め、役所の方が、やっぱり危機感を持たれているということがあります。それか

ら、２０年度の公立病院改革ガイドラインがちょうどできたばかりだし、それはうまくでき

る。職員の危機的な状況、それからガイドラインができたこと、それから現場の人たちが非

常にいい状況で、医療職の人たちが良く働いていると。こういう３つのチャンスを生かす千

載一遇のチャンスかなと思いますので、法律上のことはあると思うんです。大林組とのいろ

いろ交渉が残っている。一気呵成にいい方向に進めるいいチャンスだと思いますので、今、

委員長の言われたことに賛成いたします。 

○長 委員長：はい、ありがとうございます。 

  労働組合が反対するんですかね、率直に言うと。 

○吉川委員：現実にはそうでしょうね。やっぱりそれは大きなハードルではあります。 

○長 委員長：労働組合は市民の方に目が向いているんでしょうか。だれの方を向いて組合は

やっているんでしょうか。この医療機関を守るために、真剣に取り組むということになれば、

この病院が破綻して存在がなくなったら、どうなるかということですね。そういう話し合い

なんかは、あまり無いのでしょうか。 

○吉川委員：結局、組合員の人たちが、その危機的状況が十分に分かっていないと思うんです。

でも、近江八幡市におかれては、そういうことを行政の方が一生懸命ＰＲされているし、今

日もメディアも入られて、いいチャンスだと思います。それは、やはり市民ないし組合員の

方に理解をしてもらわないと、現場ではなかなか話が進まないことは現実ですので、ぜひこ

のチャンスを生かしてほしいなと思います。 
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○長 委員長：そうでしょうね。既に国立大学は独立行政法人になっています。 

○吉川委員：あれは、国という大きな力を挙げてやっているわけですから、できたのでしょう

けども、単独の自治体がそこまで力を得るためには、委員長のような方が来ないと、進まな

いかなと思うんです。 

○長 委員長：公立大学なんかも地方独法になっているわけで、残されたこういう病院関係で

独立行政法人などになっていないのは、公立病院だけです。そういう面では、余り抵抗感は

ないんじゃないでしょうか。拒否する正当性のある意見を述べることは難しいんじゃないで

しょうか。 

今回のガイドラインでは、民間並みの給料まで下げることはあり得ると言っているわけで

ありまして、民間の病院より下に下げようなんてことは言ってないわけです。雇用も確保さ

れます。 

○正木委員：ただ、うちの場合は、もともと全国に冠たる黒字病院をずっとやってきたのは、

経営形態云々以前で、直営でやっても職員も一生懸命働いてくれて、ずっとやってきたわけ

ですので、経営形態の話はありますけれども、それ以上に、はっきり言えば収支見通しが甘

いもとで整備を進めてきたということが一番の前提だろうと思いますので、まずそれをしな

いとだめではないのかなというのがあります。 

○長 委員長：私も、答申で言っているように、優良病院として誇りに足る病院だったという

ことは何回も言っているわけです。独力でできればいいです。ただ、金利が５％の９９億に

なるとかは論外です。あくまで市の財政が豊かでなければいけない。 

今回の地方公共団体の健全化に関する法律、財政健全化法の数値基準も１２月２８日に政

令まで決まりました。財政健全化計画の策定の義務づけは２０年度決算からですが、事務局、

健全化法の数値を言ってください。 

○東日本税理士法人（山村）：財政健全化法の、例えば連結実質赤字比率は、市町村によって

細かいパーセントは違うんですが、３０％前後、３年間の経過措置としてプラス１０％の４

０％ぐらいという話になっております。 

○長 委員長：それで、うちはどれくらい、標準財政規模は。 

○東日本税理士法人（山村）：１２０億ぐらいなので、その４０％ですと５０億ぐらいの不良

債務のようなものがあると、財政再生団体に指定されてしまうと、そういった状況になって
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おります。 

○長 委員長：それが根拠になっているわけです。これは、推定の数値もありますけど、十分

超える可能性がある。三、四年後は財政再生団体入りがほぼ確実だということを事務局は言

っているわけです。 

  ですから、前にちゃんとやったからというわけにいかないという状況にあります。財政再

生団体になると、どういうことになるかというと、公共サービスはものすごく減るし、市職

員の給料は３分の１ぐらいになるとか、夕張の例を見るとそうなっています。ほとんどの市

職員が市を去っていくという状況ぐらい、下げざるを得ないという状況が目前に迫っている

わけですから、ペナルティを払うとか、そんな能天気な話じゃないんですよ。ＰＦＩに違約

金を払うとか何とかという前に、国家管理になるということを言っているわけです。 

甘い状況ではないので、答申にはそういう文章を入れるのが適切だろうと。できるだけ刺

激をしないようにしたいというのはわかるし、数値目標、少なくとも人件費率とかベッド利

用率は十分達しているけど、収支比率がまずだめですよ。公営企業法の５つ目の比率でも。

これを達成しなきゃいけない。達成が全く困難じゃないですか。 

○槙 系委員：現場の人間としては、いわゆる公営企業法の全部適用をさせてもらっていたか

どうかという実感がないんです。平成１６年の春から全部適用になっているんですけども、

それまで全然体制が変わっていないというのが実情です。それで、全部適用させてもらった

ら、我々の意識改革的なものが、どこまで引き出せるかというのはまだ経験できてないので

わからないですけど、常々そういう意識改革が必要だということは前から言っていたんです。 

○長 委員長：国は病院に自立的な経営を望んでいるわけです。ガイドラインをよく読んでい

ただければ分かると思います。 

ところが、当院は全適で３年やっていても、まさに病院事業管理者職務代理が言っている

ように、そういう認識もない。ＰＦＩによる支払いが金利５％と高い、あるいはそれが足り

なくなったから、また借りる。高い利息分を払わざるを得ないような状況というものについ

て、前回の委員会で初めて知らされたようなところに、自律的な経営ができるのかという疑

問があります。 

それは、市がいけないと思います。独立行政法人にすれば、少なくとも理事長だけは市長

が任命しますけど、独立的に４年間、身分が保障されて経営できるということです。人事も



 - 24 - 

全く別になります。 

○槙 委員：ただ、今までの全適のメリットというのが全然生かし切れていないというのがあ

りますよね。前に、小山田先生が全適をしている病院で、うまくいっているところと、うま

くいってないところ、みなし全適みたいですか、名前だけ全適のところ、うちが特にそうい

うところだと思うんです。だから、いわゆる本当の全適の精神を病院業務に生かせてきてい

たかどうかというのは非常に疑問ですね。 

  そこで、市当局との関係のこともいろいろあると思うんです。いわゆる規制を受けていた

という点ですね。その辺の自由度が我々の方に高まってくれば、全適のままでも、まだ頑張

れるんじゃないかなというふうに、個人的には思っているんです。 

○長 委員長：今の全適で人事権、予算作成権があるはずなのに、実際はないわけでしょう。 

管理者が３年間、それについて手を打てなかったわけです。 

今回の改革ガイドラインで合理的な繰り入れは認められますけど、結果的に赤字になるよ

うなものについて繰り出しは認められないです。独立行政法人になれば、新しい法人として、

このシステム自体も理事会でできるんじゃありませんか。市に相談する必要はないんですよ。 

この考え方は間違いないですね。 

○堀 委員：はい。 

○長 委員長：今のまま、全適でも一部適用でも、地方公営企業法でやっている場合には、で

きないんじゃないですか。 

○小山田委員：できないというだけでなくて、全部適用で３年後、それから５年後のしっかり

とした健全経営の目標ができ、それから計画ができればいいんですよ。ところが、どうして

もできないということで、今度は経営形態を考える場合は全部適用じゃなくて、今、先生が

言われたような、権限を行政から分離して独立させる必要がありますと。そういうふうに移

行すれば、赤字になった部分について財政的な支援をやりますよという形なんです。 

  そういかなければ、財政的には支援しませんよということです。 

○槙 委員：とりあえず全適でスタートして、途中で独法化を考えるということですか。 

○小山田委員：３年以内に健全化できるという、しっかりとした計画を、それは１年に何回か

検証するわけですけど、出さなければ経営形態を変更するしかないんじゃないかと。 

今、変更する計画があれば、財政的な支援を考えますよと。このままいけば、あと破綻の
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道しかなくなりますよね、計画が立てられないのであれば。 

○槙 委員：私は、運営形態は考えないわけではないんですけども、現在のＰＦ Iとの契約の

見直しとか、そういう中から、我々の支出を削減することが可能であれば、これはまだ立て

直せるチャンスがあるのかなと思っているんです。ただ、その立て直しをするときに、運営

形態までもし問われてくると、例えばその起債の借り換えとかというのに独法化という道も

はっきり国に示さなければ、それの援助を得られないのかどうか。 

○小山田委員：いや、そうではないです。まず今の全部適用でしっかりとやること。この病院

で言えば、ＳＰＣとの契約をもう一回見直して、そして収入に見合った支出という形が３年

後、５年後にできるというような計画ができれば、それでいいんですよ。できない場合に、

国は、独法化とか経営形態を変えて、それでプラスになるという計画だったら、そこに財政

的な支援をしますということです。 

  ですから、今やるべきことは、さっき言いましたけれども、そのＳＰＣと市との三者協議

によって、新しい健全経営計画というものをつくればいいのですね。 

○槙 委員：そのステップを踏む猶予はあると。 

○小山田委員：あります。 

○槙 委員：ただ、それができれば、この３月いっぱいまでに、そのプランが作成できればと

いうことですね。 

○小山田委員：そうですね。 

○槙 委員：それなら、ＰＦ Iの契約の見直しということも、そういう意味では、急ぐ必要が

ありますよね。 

○小山田委員：あります。 

○槙 委員：その３月末までに、我々の次の進路を見つけるためには、そこまでに決着してお

くということですね。 

○長 委員長：市の方は一時借入をしても、年度内に返済できなければアウトですから、もう

選択の余地なんかありません。伊関さんが中心になってやった夕張市は、一時借入でごまか

してきた債務が全体で６００億円でしたね。 

○伊関委員：はい。市全体が６００億、病院は４０億ですね。 

○長 委員長：４０億を繰り返し、繰り返し一時借入をしてきたところに、今後は財政健全化
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法により連結指標が求められることになった。 

これは市が決断することでしょう。一時借入を垂れ流していく道を選ぶのか。今年度中に

は決めなきゃいけないでしょう。それともこれから３０年間、今のままでやるんですか。 

○槙 委員：それは私もやる気は全然ないので、非常に悩むところです。 

○長 委員長：下にはセーフネットを十分張っているわけです。穴は空いていません。少なく

とも総務省を信じてください。会長はこのガイドラインに満足してくれていますよね。 

○小山田委員：しています。 

○長 委員長：病院団体の責任者は、ほぼこれを満足してくれているんです。この会長の傘下

にいる病院じゃありませんか。副市長は別ですけど、こっちは別の団体ですよね。 

○小山田委員：いや、同じですよ、開設協議会で。 

○長 委員長：同じですか、開設者協議会で。似たようなものですか。 

○小山田委員：両方で、満足だということを言っていました。 

○長 委員長：両方で満足していると言っているんです。先生が反対することないでしょう。 

○槙 委員：私は、この案を見せてもらったときに得心しているんですけど。 

○長 委員長：納得しているでしょう。 

○槙 委員：全適の話と独法化の話が出てきたときには、私は、先にそのＰＦ Iの契約を見直

すことによって、我々の支出構造を軽減できて、それで経営状況を改善することができれば、

それにこしたことはないと。 

それでも難しいと言うときには、次のステップとして運営形態の見直しというのが出てく

るのかなと思ったんです。 

○長 委員長：いいですよ。 

○小山田委員：そうですよ。 

○長 委員長：ガイドラインと近江八幡市の財政の範囲内の中で頑張ってやってくれるのなら

ば構いません。 

  ただ、ガイドラインが強制されているかどうかという質問がよく出ます。このガイドライ

ンというのは、閣議決定に基づくガイドラインで、私も参画させてもらいましたけども、私

が勝手に作っているわけではなくて、閣議決定に基づいて大枠が決められていて、技術的な

助言を追加するにすぎないです。 
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そしてこれには財政支援措置の裏づけがあるということです。まだ明確ではないところが

ありますが、これに沿ってやれば、努力する病院については見捨てないということでしょう。 

○小山田委員：はい。 

○長 委員長：大変厳しいことを申し上げるけど、市はこのままいけば破綻なんです。今のよ

うな状況で支払いを続ければ市が破綻するんです。その回避策として、開設主体の変更まで

踏み切れば、新しい法人とＰＦ Iがどのように契約を結ぶかということになるのではないで

しょうか。政府の方針に基づいて開設主体の変更になるわけですから、市がＰＦ Iをどうし

ようということでなくて、こういう方針が出てしまったので、やむを得ざるものがあるとい

うことになります。 

  ほかに何かご意見があれば、承ります。最後に追加的なご発言、激励の言葉など。 

○小山田委員：議論し尽くされたような感じですけれども、とにかくはっきりされておること

は、このままの状況では、２０年中に改革プランといいますか、それに基づいて健全経営を

やるということができなくなると、破綻しかない。 

それを防ぐためには、今できることはやはり市当局と病院とＳＰＣとの間で協議を行って、

現行のＰＦ Iを、かなりの部分で、少なくともさっき申しましたような、施設建設費に絡む

ような形のものでは、これは引き継がないような形での修正を申し入れるとか、協議がある。 

その協議がだめなときは、これは再生団体になりますから、そうでなければ、もう少し別

な方法を考える。これも、そう長いことではなくて早急に迫られている。現実的に、今度は

そちらの方からだけでなくて、一時借入ということも難しくなりますので、やはりこれは三

者共通の緊急の課題ですので、そうしたことで明日からでも具体的な手を考えるということ

が求められているのだろうと思います。 

○長 委員長：どうもありがとうございました。 

  それでは、３回にわたりましてご熱心なご審議をいただきまして、まことにありがとうご

ざいました。これで整文をした後、きょう、市長に提言を提出させていただきますので、ご

了解いただきます。よろしいでしょうか。 

  はい、どうもありがとうございました。これで、近江八幡市立総合医療センターのあり方

検討委員会を終了させていただきます。 

  傍聴の皆様にも、ご静粛に傍聴いただきまして、ありがとうございました。 
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最後に市長からご挨拶をお願いいたします。 

 

３ 冨士谷市長挨拶 

○近江八幡市 冨士谷英正市長：委員の先生方に一言お礼を申し上げたいと存じます。 

  小山田全国自治体病院協議会会長様を初め、委員の先生方に本当には公私ご多忙の中、遠

方より幾度となく本市にお越しをいただきまして、総合医療センターのあり方につきまして、

熱心なご議論をしていただきましたことにつきまして、心から厚くお礼を申し上げる次第で

ございます。本当にありがとうございました。 

  また、その集大成として、本日、今、長委員長から丁重なるご提言をいただきまして、深

く感謝をいたすものでございます。委員の先生方からちょうだいをいたしました、この貴重

な提言内容につきましては全職員が十分に咀嚼をし、さらなる危機感の保持と、あわせて課

題の共通認識を行いたいと考えているところでございます。 

そして、厳しいご指摘をいただきましたように、過去の反省の上に立ち、ご示唆いただき

ました改善策につきまして、速やかに謙虚な姿勢で検討を加えさせていただいて、具体的な

アクションにつなげていきたいと存じているところであります。 

  なお、今回は公開という形で委員会を開催させていただきましたが、市民の方々にも総合

医療センターの経営面での問題点や、あるいはまた医療のあるべき方向などにつきまして、

少しでも知っていただきましたことは大変有意義でありまして、さらには国の公立病院改革

ガイドライン策定と相まったこともありまして、多くのマスコミの方々の関心も非情に高い

ものがあったのではないかと思っているところであります。 

  こうしたことで、市政をあずかります者としましても、ひしひしと責任の重大さを痛感し

まして、不退転の決意で経営改善を行い、かつて近江商人が徹底した合理化で全国に流通革

命を起こしましたように、私も地域医療の持続的発展を図るための病院改革に取り組み、皆

さん方からちょうだいをいたしましたお知恵の具現者として、全国に発信してまいりたいと

考えているところでございます。 

 最後になりましたが、委員の先生方、皆さん方におかれましても、今後のますますのご活

躍を祈念させていただきますとともに、これからもぜひとも当センターの経営改善につきま

して、手厳しいご指導と、あわせて、ご鞭撻を賜りますことを切にお願いを申し上げまして、
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お礼の言葉とさせていただきたいと存じます、本当に長い間、ありがとうございました。 

○長 委員長：それでは、提言を市長に提出させていただきます。 

  近江八幡市立総合医療センターのあり方に関する提言がまとまりましたので、委員会とし

ては別紙のとおりご提言申し上げますので、ご査収をお願いします。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

○冨士谷市長：ありがとうございました。 

○長 委員長：では、これで散会させていただきます。 

ご苦労さまでした。 

〔午後 ４時４１分 閉会〕 


